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第９章 事業者等実態調査 

１． 事業所の概要について 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 提供サービスの種類・数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表9－1 提供サービスの種類】 

・提供しているサービスは「居宅介護」（25.9％)が2割半ばと最も高く、次いで「就労継続支援（B 型）」

（16.7％）、「共同生活援助」（16.4％）がそれぞれ2割前後で続いている。また、単独サービス実施

事業所は56.2％、複数サービス実施事業所は41.4％となっており、それぞれ5割前後で拮抗してい

る。【図表9－1、図表9－2】 
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5.7

16.7

2.5

0.6

16.4

1.9

13.8

1.8

0.0% 20.0% 40.0%

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

同行援護

短期入所

療養介護

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（A型）

就労継続支援（B型）

就労定着支援

自立生活援助

共同生活援助

施設入所支援

計画相談支援

地域相談支援

障がい福祉サービス

14.1

2.5

1.6

1.8

0.0

0.3

0.0% 20.0% 40.0%

移動支援

日中一時支援

地域活動支援センター

障がい者相談支援

居住サポート

その他

地域生活支援事業

1.6

0.0

0.9

2.7

0.0% 20.0% 40.0%

放課後等

デイサービス

訪問型在宅

レスパイト

その他

無回答

その他

全体

（N=879）
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（２） 職員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常 勤 職 員：週32時間以上サービスに従事している職員 

非常勤職員：週32時間未満サービスに従事している職員 

 

【図表9－2 提供サービス数】 

 

56.2 41.1 2.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

（N=879）

単独サービス実施 複数サービス実施 無回答

 

【図表9－3 職員数】 

 

平均職員数 
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0.7
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2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

常勤職員

非常勤職員

その他職員

合計の職員数

0人 1～4人 5～9人 10～14人 15～19人 20人以上 無回答

各項目とも（N=879）

6.0人 

 

5.8人 

 

0.8人 

 

12.6人 
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２． 障がい者福祉施策全般について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービスの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ １～２８（参考資料参照）のサービス・事業の中で、サービスの量が不足していたり、

利用対象・範囲の拡大等を図るべきだと思うものがありますか。（○は1つだけ） 

 

【図表9－4 対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービスの有無】 

 

45.4 25.8 24.8 4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

（N=879）

ある ない わからない 無回答

・対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービスの有無について、「ある」（45.4％）が約半数となって

いる。拡大してほしいサービスの内容は、「居宅介護」（29.6％）が最も高く、次いで「短期入所」

（28.8％）、「移動支援」（25.6％）となっている。【図表9－4、図表9－5】 

・障がい者福祉施策として国や県、市に力を入れてほしいこととしては、「居宅介護や移動支援など、

在宅生活支援サービスの充実」（32.7％）が最も高く、次いで「困ったときにいつでも専門職員が

相談に応じてくれる体制の充実」（30.3％）、「障がい者に対する社会全体の理解を深めるための啓

発や教育の充実」（25.8％）となっている。【図表9－6】 

・障がい者支援として地域社会や自社以外の企業に望むこととしては、「障がいに対する理解を深め

る」（65.8％）が6割半ばを占めて最も高く、次いで「公共交通機関や建物等を障がい者が利用しや

すいようにつくる」（38.7％）、「企業で障がい者を積極的に雇用する」（38.0％）となっている。 

【図表9－7】 
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（２） 対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[問４で「１」を選ばれた方におたずねします] 

問４－１ それはどのサービス・事業ですか。優先度が高いと思うものを３つまで選んでくださ

い。（事業番号は１～２８の数字を記入してください） 

 

【図表9－5 対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービス】 
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

居宅介護

短期入所

移動支援

グループホーム

施設入所支援

重度訪問介護

生活介護

行動援護

放課後等デイサービス

就労継続支援（A型）

日中一時支援

児童発達支援

緊急通報システム

就労継続支援（B型）

福祉タクシー料金の助成

同行援護

日常生活用具

就労定着支援

自立生活援助

自立訓練

保育所等訪問支援

就労移行支援

障がい児入所支援

補装具

福祉乗車券の交付

福岡市重度心身障がい者福祉手当

福祉電話の貸与

特別支援学校放課後等支援事業

無回答

全体

（N=399）
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（３） 障がい者福祉施策として国や県、市に力を入れてほしいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問５ 障がいのある人が暮らしやすい社会をつくるために、国や県、市に、特に力を入れてほ

しいと思うことは何ですか。（○は3つまで） 

 

【図表9－6 障がい者福祉施策として国や県、市に力を入れてほしいこと】 
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5.1

9.7

1.0

0.7

4.7

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

居宅介護や移動支援など、

在宅生活支援サービスの充実

困ったときにいつでも専門職員が

相談に応じてくれる体制の充実

障がい者に対する社会全体の

理解を深めるための啓発や教育の充実

グループホームなどの地域で

共同生活できる住まいの整備

就労支援の充実（働くための訓練や職場定着など）

乳幼児期から成人期までの支援を

一貫して実施できる仕組みづくり

障がい者に配慮した保健、医療体制

及び医療費公費負担制度の充実

年金など、所得保障の充実

障がい者に優しいまちづくりの推進

（バリアフリーの推進など）

介護や訓練が受けられる施設

（入所・通所）の充実

行政自体の設備や手続き

などを含めたバリアフリーの推進

施設で働ける場（就労継続支援事業所など）の充実

文化・スポーツなどを通じた社会参加の支援

その他

特にない

わからない

無回答
全体

（N=879）
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（４） 障がい者支援として地域社会や自社以外の企業に力を入れてほしいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問６ 障がいのある人が暮らしやすい社会をつくるために、地域社会や自社以外の企業に、特

に力を入れてほしいと思うことは何ですか。（○は3つまで） 

 

【図表9－7 障がい者支援として地域社会や自社以外の企業に力を入れてほしいこと】 

 

65.8

38.7

38.0

26.8

23.1

19.2

5.6

1.8

0.8

5.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

障がいに対する理解を深める

公共交通機関や建物等を

障がい者が利用しやすいようにつくる

企業で障がい者を積極的に雇用する

地域の行事やイベントに

障がい者が参加しやすいよう配慮する

障がい者等を支える地域活動や

ボランティア活動を活発にする

障がい者施設等で作ったものを購入する

その他

特にない

わからない

無回答

全体

（N=879）
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問８ 貴事業所が主たる対象としている障がい種別は何ですか。（○はあてはまるものすべて） 

 

【図表9－8 専門としている障がい種別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表9－9 専門としている障がい種別の組合わせ】 

 

３． 相談支援事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 専門としている障がい種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊ 以下は、相談支援事業を実施している事業所・関係機関を対象とした設問である。 

＜対象＞あいあいセンター、知的障がい者相談支援センター、精神障がい者相談支援センター、 

指定相談支援事業所、ゆうゆうセンター、西部療育センター、東部療育センター、南部療育センター 

＊ 回答事業所数：166事業所 

＊ 回答事業所数が少数であるため、集計結果については、実数値（事業所数）も掲載している。 

・「知的障がい者」を専門としている事業所が121事業所（72.9％）と最も高く、次いで「身体障がい

者」「精神障がい者」112事業所（ともに67.5％）となっている。各事業所の相談対象を整理すると、

「全種」を対象としている事業所が54事業所（32.5％）と最も高く、次いで「4種類」を対象とし

ている事業所が35事業所（21.1％）となっている。【図表9－8、図表9－9】 

・相談支援の観点から不足している社会資源については、「強度行動障がいに対応できる短期入所施

設」（68事業所、41.0％）が最も高く、次いで「高度なスキルを持ったホームヘルパー等の人材」

（58事業所、34.9％）、「医療ケアが可能な短期入所施設」（53事業所、31.9％）が続いている。 

【図表9－11】 
・相談支援を実施するうえでの課題としては、「相談支援に対する国の報酬が安い」が97事業所

（58.4％）で最も高く、次いで「作成する書類の種類や数が多く、事務処理に追われている」（85

事業所、51.2％）、「障がい者（児）のニーズに十分対応できない」（60事業所、36.1％）となって

いる。【図表9－12】 

67.5

72.9

67.5

51.2

49.4

13.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

身体障がい者

知的障がい者

精神障がい者

障がい児

難病患者

無回答
全体

（N=166）

（82事業所）

（22事業所）

（112事業所）

（121事業所）

（112事業所）

（85事業所）

14.5 9.0 9.6 21.1 32.5 13.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

（N=166）

1種類のみ 2種類 3種類 4種類 全種 無回答
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（２） 相談支援専門員の職員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 相談支援の観点から不足している社会資源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問９ 以下の各職種の職員数をご記入ください。１人の相談支援専門員（コーディネーター）

が複数の障がいを担当している場合はそれぞれに１人と記入してください。なお、該当

者がいない場合は、０人とご記入ください。 

 

【図表9－10 相談支援専門員の職員数】（上段=実数、下段=％） 

 

問１０ 相談支援の観点から、障がい者に不足している社会資源は何だと思いますか。 

（○は3つまで） 

 

【図表9－11 相談支援の観点から不足している社会資源】 

職
員
あ
り

職
員
な
し

無
回
答

平
均
職
員
数
（

人
）

職
員
あ
り

職
員
な
し

無
回
答

平
均
職
員
数
（

人
）

166 92 19 55 39 29 98

100.0 55.4 11.4 33.1 23.5 17.5 59.0

166 99 14 53 40 30 96

100.0 59.5 8.4 31.9 24.1 18.1 57.8

166 95 17 54 35 31 100

100.0 57.2 10.2 32.5 21.1 18.7 60.2
166 65 28 73 26 36 104

100.0 39.1 16.9 44.0 15.6 21.7 62.7
難病障がい 1.8 0.9

1.4

1.4

1.4精神障がい 2.2

調
査
数

専従 兼任

身体障がい

知的障がい

1.9

1.9

41.0

34.9

31.9

21.1

16.9

16.3

15.7

14.5

9.6

5.4

1.8

10.8

1.2

18.1

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

強度行動障がいに対応できる短期入所施設

高度なスキルを持ったホームヘルパー等の人材

医療ケアが可能な短期入所施設

対象者の範囲が広く、利便性が高い移動支援事業

障がい者が入居できる住まい

障がい者支援施設（入所）

障がい福祉サービス事業所や

地域活動支援センター等の日中活動の場

連携できる医師・医療機関

グループホーム

障がい者の権利擁護のための専門機関

虐待防止（予防）のための官民一体となった取り組み

その他

特にない

無回答

全体

（N=166）

（68事業所）

（58事業所）

（53事業所）

（35事業所）

（28事業所）

（27事業所）

（26事業所）

（24事業所）

（16事業所）

（9事業所）

（3事業所）

（18事業所）

（2事業所）

（30事業所）
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（４） 相談支援を実施するうえでの課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 相談支援に関する利用者ニーズへの対応方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問１１ 相談支援を実施するうえで、どのような課題がありますか。 

（○はあてはまるものすべて） 

 

【図表9－12 相談支援を実施するうえでの課題】 

問１２ 利用者のニーズにはどのように対応していますか。（○はあてはまるものすべて） 

 

【図表9－13 相談支援に関する利用者ニーズへの対応方法】 

60.2

48.8

40.4

37.3

13.3

9.6

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

個別支援（ケア）会議で関係者による協議を行っている

基幹相談支援センターが主催する会議に出席し、

関係者による協議を行っている

同じ事業所の相談支援専門員（コーディネーター）間で協議している

担当の相談支援専門員（コーディネーター）だけで考えている

その他

無回答
全体

（N=166）

（100事業所）

（81事業所）

（67事業所）

（62事業所）

（22事業所）

（16事業所）

58.4

51.2

36.1

34.3

28.3

15.7

13.3

12.0

10.2

9.6

12.7

0.6

19.9

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

相談支援に対する国の報酬が安い

作成する書類の種類や数が多く、事務処理に追われている

障がい者（児）のニーズに十分対応できない

困難事例の処遇をどのようにしたらよいかわからない

相談支援専門員の人数が不足している

相談支援専門員の人材育成が難しい

障がい者の制度の変化が激しいため、知識が追いつかない

相談支援専門員が他の業務と

兼務しているため、十分な相談支援が難しい

計画的な相談支援を実施することが難しい

他の相談支援事業所との連携が難しい

その他

特にない

無回答

全体

（N=166）

（97事業所）

（85事業所）

（60事業所）

（57事業所）

（47事業所）

（26事業所）

（22事業所）

（20事業所）

（17事業所）

（1事業所）

（33事業所）

（16事業所）

（21事業所）
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（６） 相談支援の発展のために必要なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問１３ 相談支援の発展のために必要なことは何ですか。（○はあてはまるものすべて） 

 

【図表9－14 相談支援の発展のために必要なこと】 

 

61.4

57.2

39.2

36.1

34.9

31.9

30.7

28.3

26.5

24.1

23.5

11.4

1.2

10.8

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

相談支援に対する国の報酬を高くすること

事務処理を効率化すること

不足している支援や社会資源を

開発・改善していく仕組みを整えること

専門機関やサービス事業所等

とのネットワークを形成すること

困難事例に適切に対応できる

体制を整えること

相談支援専門員を増やすこと

相談支援事業所間の

ネットワークを形成すること

障がい種別にこだわらず、

総合的な相談支援が受けられること

相談支援専門員のスキルを

研修等により向上させること

相談支援事業の

客観的な評価基準を整えること

多くの市民が相談支援事業所を

認知していること

その他

特にない

無回答

全体

（N=166）

（102事業所）

（95事業所）

（65事業所）

（60事業所）

（47事業所）

（44事業所）

（40事業所）

（2事業所）

（18事業所）

（53事業所）

（19事業所）

（58事業所）

（39事業所）

（51事業所）
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４． 居宅介護等サービス全般について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 居宅介護等サービス事業所で取り組むべきこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊ 以下は、居宅介護等サービスを実施している事業所を対象とした設問である。 

＜対象＞相談支援事業所、施設事業所以外の障がい福祉サービス事業所（短期入所・日中一時支援事業所も含む）、

地域生活支援事業所 

＊ 回答事業所数：262事業所 

問１４ 事業所で取り組む必要があると思うものは何ですか。（○はあてはまるものすべて） 

 

【図表9－15 居宅介護等サービス事業所で取り組むべきこと】 

 

・居宅介護等サービス事業所で取り組むべきこととしては、「職場内での人材育成・教育の充実」

（69.8％）が最も高く、次いで「事務処理の効率化」（43.5％）、「従業員の労働条件」（36.6％）、

「他の居宅介護事業所や相談支援事業所との連携」（35.9％）、「困難事例への対応」（30.2％）とな

っている。【図表9－15】 

69.8

43.5

36.6

35.9

30.2

27.5

27.1

26.7

25.2

24.0

23.3

23.3

21.4

20.6

17.6

13.0

12.6

11.5

10.7

3.1

1.5

1.5

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

職場内での人材育成・教育の充実

事務処理の効率化

従業員の労働条件

他の居宅介護事業所や相談支援事業所との連携

困難事例への対応

家族等介護者とのつながり

医療機関との連携

専門職の確保

利用者の納得と意思の尊重

利用者の確保

基幹相談支援センターとの連携

ハラスメント対策

利用者のプライバシー保護・個人情報管理の徹底

各種マニュアルの作成

事業の実施に関する制度の理解力向上

利用者にわかりやすい契約書の工夫

苦情処理対応

利用者にとって有益な情報開示の推進

サービスの自己評価の取り組み

その他

特にない

無回答

全体

（N=262）
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５． 行動援護、同行援護、移動支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 行動援護・同行援護・移動支援で利用が多い外出内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊ 以下は、居宅介護等サービス事業所のうち、「行動援護」、「同行援護」または「移動支援」を

実施している事業所を対象とした設問である。 

＊ 回答事業所数：130事業所（うち、行動援護実施事業所28事業所） 

・行動援護・同行援護・移動支援で利用が多い外出内容としては、「買物・理美容のための外出」

（72.3％）が最も高く、次いで「医療機関の受診や相談のための外出」（62.3％）となっており、

半数以上の事業所が買物等や通院のための外出と回答している。【図表9－16】 

・行動援護・同行援護・移動支援について不満に思うこととしては、「金銭的負担が大きいタクシー

を利用せざるを得ない場合がある」（53.1％）が5割強で最も高くなっている。【図表9－17】 

・行動援護事業所（25事業所）がサービス実施にあたり困難に感じることとしては、「要件を満たす

ヘルパーが集まらない」（17事業所、60.7％）が約6割を占めており、大半の事業所が困難に感じて

いる。要件を満たすための環境整備に関わる事項が上位にあがっている。【図表9－18】 

問１５ 行動援護、同行援護または移動支援は、利用者の社会参加の推進を目的としています

が、事業実施にあたり、利用者がよく利用している外出内容は何だと思いますか。 

（○は3つまで） 

 

【図表9－16 行動援護・同行援護・移動支援で利用が多い外出内容】 

 

72.3

62.3

36.9

23.8

13.8

6.9

5.4

1.5

0.8

13.8

2.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

買物・理美容のための外出

医療機関の受診や相談のための外出

市役所・区役所等各種手続、相談等のための外出

郵便局・銀行等金融機関利用のための外出

公的施設利用のための外出

習い事・サークル活動などのための外出

市で開催される催しや大会、研修会などに参加するための外出

利用者の子どもの学校行事への参加のための外出

入院・入所中あるいは在宅療養中の家族

及び知人の見舞いのための外出

その他

無回答

全体

（N=130）



第９章 事業者等実態調査 

434 

 

（２） 行動支援、同行援護または移動支援について不満に思うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 行動援護の実施にあたり困難を感じること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[行動援護事業所の方のみお答えください] 

問１７ 行動援護事業の実施にあたり、困難を感じることは何ですか。 

（○はあてはまるものすべて） 

 

【図表9－18 行動援護の実施にあたり困難を感じること】 

問１６ 行動支援、同行援護または移動支援を実施する中で、不満に思うことは何ですか。 

（○はあてはまるものすべて） 

 

【図表9－17 行動支援・同行援護・移動支援について不満に思うこと】 

53.1

33.1

24.6

14.6

2.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

金銭的負担が大きいタクシーを

利用せざるを得ない場合がある

公共交通機関の

バリアフリー化が進んでいない

その他

不満に思うことはない

無回答
全体

（N=130）

60.7

42.9

14.3

3.6

17.9

10.7

0.0

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

要件を満たすヘルパーが集まらない

作成する書類が多く、事務処理が困難

利用希望者が少ない

要件を満たすための研修が少ない

その他

特にない

無回答

全体

（N=28）
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６． 施設について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 施設事業所の観点から不足している社会資源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊ 以下は、施設事業所を対象とした設問である。 

＜対象＞施設入所支援、共同生活援助、宿泊型自立訓練、就労継続支援等 

    地域活動支援センター（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型） 

＊ 回答事業所数：511事業所 

・施設事業所の観点から不足している社会資源としては、3割強の事業所が「強度行動障がいに対応

できる短期入所施設」「連携できる医師・医療機関」（ともに33.5％）が不足していると回答してお

り、次いで「障がい者が入居できる住まい」（28.0％）が続いている。【図表9－19】 

・施設サービスを提供するうえでの課題として、「職員の確保、人材育成」（76.5％）が8割弱と最も

高くなっている。【図表9－20】 

・施設入所者が地域（在宅）で暮らすために必要な条件等としては、「身近なところで様々な相談が

できること」「保健・医療・福祉が連携した支援体制があること」（ともに47.7％）が最も高く、次

いで「一人ひとりの希望にあった日中活動の場（施設）があること」（36.4％）、「障がい者が入居

できる民間住宅（アパート等）があること」、「必要な時に、一時的に入所できる施設があること」

（ともに35.8％）が続いている。【図表9－21】 

問１９ 施設事業所の観点から、不足している社会資源は何だと思いますか。（○は3つまで） 

 

【図表9－19 施設事業所の観点から不足している社会資源】 

33.5

33.5

28.0

23.5

22.7

21.1

17.2

15.9

10.6

7.4

6.1

6.8

2.9

4.1

0.0% 20.0% 40.0%

強度行動障がいに対応できる短期入所施設

連携できる医師・医療機関

障がい者が入居できる住まい

対象者の範囲が広く、利便性が高い移動支援事業

医療ケアが可能な短期入所施設

高度なスキルを持ったホームヘルパー等の人材

グループホーム

障がい福祉サービス事業所や

地域活動支援センターなどの日中活動の場

障がい者支援施設（入所）

障がい者の権利擁護のための専門機関

虐待防止（予防）のための官民一体となった取り組み

その他

特にない

無回答

全体

（N=511）
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（２） 施設サービスを提供するうえでの課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問２０ 貴事業所において、施設サービスを提供するうえで課題と感じることはどのようなこ

とですか。（○はあてはまるものすべて） 

 

【図表9－20 施設サービスを提供するうえでの課題】 

 

76.5

31.9

30.5

25.4

24.5

22.3

19.4

17.2

13.3

12.9

10.6

10.0

5.1

0.8

3.5

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

職員の確保、人材育成

利用者の高齢化

地域との交流

利用者の不足

工賃水準の向上

事業者間の連携

防災対策（備蓄、安否確認、

避難訓練、業務継続計画の策定など）

一般企業への就職

個別支援計画の適切な作成、見直し

給付費等請求事務処理

待機者の受け入れ

防犯対策（防犯設備、緊急連絡体制など）

その他

特にない

無回答
全体（N=511）
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（３） 施設入所者が地域（在宅）で暮らしていくために必要な条件等 

 

 

 

 

 

 

 

  

問２１ 施設や病院に入所（入院）している障がい者が、退所（退院）して、地域（在宅）で

暮らしていくためにはどのようなこと（条件等）が必要だと思いますか。（○は5つま

で） 

 

【図表9－21 施設入所者が地域（在宅）で暮らしていくために必要な条件等】 

 

47.7

47.7

36.4

35.8

35.8

35.0

31.3

30.7

24.3

20.7

19.2

15.7

12.9

5.7

3.3

0.4

3.5

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

身近なところで様々な相談ができること

保健・医療・福祉が連携した支援体制があること

一人ひとりの希望にあった

日中活動の場（施設）があること

障がい者が入居できる

民間住宅（アパート等）があること

必要な時に、一時的に入所できる施設があること

地域で支え合い共に生きていく

意識をみんなが持っていること

食事や身の回りの世話をしてくれる人がいること

金銭管理を支援してくれるサービスがあること

グループホームに入居できること

就職先があること

夜間の見守り支援があること

災害時など緊急時の支援体制があること

歩道や交通手段が使いやすく、

いつでも気軽に外出できること

スポーツやレクリエーションなどの

活動に気軽に参加できること

その他

特にない

無回答

全体

（N=511）
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７． 短期入所・日中一時支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 短期入所・日中一時支援で空きがない場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・短期入所・日中一時支援の課題と感じることとしては、「医療的なケアが必要な利用者等に対応で

きる職員が確保されていない」（84事業所、45.9％）が最も高く、これに「利用者数が毎日変動す

るため、人員体制の確保が難しい」（62事業所、33.9％）等が続いている。【図表9－23】 

・課題として「施設の空きがなく受入を断らなければならない時に、他の施設を紹介できない」と回

答した37事業所にその理由をたずねたところ、30事業所で「他の施設の受入体制が分からないため

（対象障がい、定員枠等）」と回答している。【図表9－24】 

＊ 以下は、居宅介護等サービス事業所のうち、「短期入所」または「日中一時支援」を実施して

いる事業所を対象とした設問である。 

＊ 回答事業所数：183事業所 

＊ 回答事業所数が少数であるため、集計結果については、実数値（事業所数）も掲載している。 

問２２ 施設の空きがなく利用者の受け入れができない場合、どのように対応していますか。 

（○は1つだけ） 

 

【図表9－22 短期入所・日中一時支援で空きがない場合の対応】 

39.9（73事業所）

22.4（41事業所） 13.7（25事業所）

24.0（44事業所）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

（N=183）

他の施設を紹介している 特に何もしていない その他 無回答
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（２） 短期入所・日中一時支援の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問２３ 事業実施にあたり、課題と感じることはどのようなことですか。 

（○はあてはまるものすべて） 

 

【図表9－23 短期入所・日中一時支援の課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[問２３で「３」を選ばれた方におたずねします] 

問２３－１ 他の施設を紹介できない理由は何ですか。（○はあてはまるものすべて） 

 

【図表9－24 他の施設を紹介できない理由】 

 

 

45.9

33.9

24.0

20.2

10.9

15.3

6.6

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

医療的なケアが必要な利用者等に

対応できる職員体制が確保されていない

利用者数が毎日変動するため、

人員体制の確保が難しい

緊急時、本人の身体状況が把握

できていないため受入が難しい

施設の空きがなく受入を断る時に、

他の施設を紹介できない

その他

特にない

無回答

全体

（N=183）

（84事業所）

（62事業所）

（44事業所）

（37事業所）

（12事業所）

（28事業所）

（20事業所）

81.1

32.4

29.7

21.6

2.7

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

他の施設の受入体制がわからないため

（対象障がい、定員枠等）

紹介するのに手間がかかり、

対応できる職員がいないため

ケアに関する個人情報を他の施設に

どの程度まで提供してよいか分からないため

その他

無回答
全体

（N=37）

（30事業所）

（12事業所）

（11事業所）

（8事業所）

（1事業所）
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（３） 医療ケアのうち対応可能なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4

14.2

13.7

13.7

13.1

10.9

10.4

10.4

8.7

4.4

2.7

70.5

7.7

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

胃ろうのみ

たん吸引

褥瘡

定期導尿

経管栄養のみ

（胃ろう以外）

ネブライザー使用

人工肛門

気管切開

人工呼吸器使用

透析

その他

特にない

無回答

全体

（N=183）

（30事業所）

(26事業所）

（25事業所）

（25事業所）

（24事業所）

（20事業所）

（19事業所）

（19事業所）

（16事業所）

（5事業所）

（129事業所）

（14事業所）

（8事業所）

問２４ 下記の医療ケアのうち、貴事業所で対応可能なものはどれですか。 

（○はあてはまるものすべて） 

 

【図表9－25 医療ケアのうち対応可能なもの】 


